
2012年6⽉1⽇

独⽴⾏政法⼈海洋研究開発機構

海洋研究開発機構の懲戒処分の状況について

海洋研究開発機構（理事⻑�平�朝彦）における過去1年間の懲戒処分の状況は、以下の

とおりである。

懲戒処分の

種類
件数 ⼈数 懲戒事由 備考

戒告 1 1

物件管理に関する業務上

の義務違反（平成23年9

⽉16⽇処分）

�

減給 - - � �

停職 2 2

1．業務外の⾮違⾏為

（建造物侵⼊の容疑で現

⾏犯逮捕）（平成23年8

⽉31⽇処分）

公表済み

（平成23

年8⽉31

⽇）

2．業務外の⾮違⾏為

（建造物侵⼊の容疑で現

⾏犯逮捕）（平成24年3

⽉27⽇処分）

公表済み

（平成24

年3⽉27

⽇）

昇給停⽌⼜

は制限
- - � �

役職剥奪⼜

は降職
- - � �

懲戒解雇 - - � �



合計 3件 3⼈ � �

お問い合わせ先:

独⽴⾏政法⼈海洋研究開発機構

（懲戒処分について）

総務部�⼈事課⻑�花⽥晶公

（報道担当）

経営企画室�報道室⻑�菊地⼀成


